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 近年、携帯電話やパソコン等に届く電子メールやＳＭＳ（ショートメッセージ

サービス ※）等のうち、“迷惑メール”に関する相談が増えています。中には、

迷惑メールを止めようと思って相手に連絡したところ、有料サイトの未納料金を

請求された。」という方が多くいます。下記に紹介する 

事例やアドバイスを参考に、トラブルを防ぎましょう。 

 ※ ＳＭＳ：電話番号にメッセージや絵を送受信できるサービス 
 
 

【事 例】 

あるときスマートフォンに「アカウントに関する重要なお知らせです。至急 

下記までご連絡ください。」というメッセージが届いた。すぐにＵＲＬをタッ 

プし、アカウントやパスワードなどを入力した。しばらくして、身に覚えの 

ない高額請求のメールが届いた。 
 
 

《アドバイス》 

☆ 心当たりのない不審なメール・ＳＭＳが届いても、 

反応しないようにしましょう。具体的には、次の 

ようなことです。 

・迷惑メールに書かれていた電話番号に連絡する。 

・迷惑メールに返信する。 

・迷惑メールに書かれていたＵＲＬをタップ（クリック）する。 

☆ 何らかの反応をしたことがきっかけで、個人情報を聞き出されたり、出会 

い系サイト等に誘導されるなどのトラブルになることがあります。 

☆ 迷惑メールに関するトラブルを防止するための対策をしましょう。 

・ＯＳやセキュリティーソフトを最新の状態に更新する。 

・普段、何も対応をとっていなければ、携帯電話会社やプロバイダー等の 

 セキュリティーサービスを確認し、活用しましょう。 

☆ トラブルになってしまった場合は、すぐに消費生活センターにご相談くだ 

さい。（消費者ホットライン ☎１８８ は、土・日も対応しています。） 
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お荷物のお届けに
伺いましたが、留
守でしたので持ち

帰りました。確認
は、下記ＵＲＬか
らご覧ください。 

 

xxx.sakawa.com 

心当たりのないメール・ＳＭＳには 
     反応しないようにしよう！ 

 



 

 

 
 

 令和元年度の台風１９号による災害からの避難をきっかけにして、この度、避

難情報ガイドラインが変わりました。 

 新たなガイドラインでは、警戒レベルに応じた避難情報が分かりやすくなりま

した。一番大きな変更は、これまでにあった避難勧告を廃止して避難指示に統一

し、警戒レベル４までに全員避難するようにしたことです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

講師が地域へ出向いて、悪質商法や 

契約トラブルに関する相談事例の紹

介、トラブルへの対処法など、消費生

活に関する知識を分かりやすくお伝え

します。費用は無料ですので、ぜひご

利用ください。 

※お申込みはホームページから 

 依頼書をＦＡＸするか、まず 

 お電話でお問い合わせを。 

  

      

 

 

６月 ８日（火） １３：３０～１５：３０ 
７月 ６日（火） １３：３０～１５：３０ 
業者との契約トラブルや借金問題などに 

ついて、弁護士による専門的なアドバイスを

無料で受けることができます。秘密は守られ

ますので安心してお申込みください。 

【場 所】 最上総合支庁 

【時 間】 お一人様３０分となります 

※ご希望の方は、事前にお電話でご予約を。 

最上消費生活センター   
〒996-0002  新庄市金沢字大道上 2034 （最上総合支庁１階） 

《受付時間》月曜日～金曜日 午前 9 時～午後 5 時 

ホームページは「最上消費生活センター情報」で  

消費者ホットライン１８８で、最寄りの消費生活センターにつながります。 

 

 

 

ＴＥＬ ０２３３－２９－１３７０ 
ＦＡＸ ０２３３－２３－２６０５ 

５月２０日から 

避難情報ガイドラインが変わりました！ 

前もって、ハザ
ードマップや
避難場所を確
認しておきま
しょう。 

内閣府 防災情報
のページより 


